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(57)【要約】
【課題】透析治療を必要とする患者が携帯可能であるこ
とにより、定期的な通院や長時間の拘束を要せず、患者
の負担を軽減する血液浄化装置を提供する。
【解決手段】血液浄化装置１は、老廃物Ａを含む被処理
血液Ｂ１を受け入れて、限外濾過によって被処理血液Ｂ
１から血液成分ＢＣを含まない希薄血液Ｂ２及び血液成
分ＢＣを含む濃縮血液Ｂ３をそれぞれ生成する濾過部３
と、希薄血液Ｂ２が含む水分を濃縮血液Ｂ３に吸収させ
ることにより水分が減少した希薄血液Ｂ２を人口尿Ｕと
して排出すると共に、水分を吸収した濃縮血液Ｂ３を浄
化血液Ｂ４として排出する再吸収部４と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　除去対象成分を含む血液又は前記血液を含む液体である被処理液を受け入れて、限外濾
過によって前記被処理液から前記除去対象成分を含み且つ血液成分を含まない第１処理液
を生成すると共に前記血液成分を含む第２処理液を生成する濾過部と、
　前記第１処理液及び前記第２処理液を受け入れて、前記第１処理液が含む水分を前記第
２処理液に吸収させることにより、前記水分が減少した前記第１処理液を排液として排出
すると共に前記水分を吸収した前記第２処理液を浄化血液として排出する再吸収部と、を
備える、血液浄化装置。
【請求項２】
　前記濾過部は、
　　前記被処理液を受け入れる受入部と、
　　前記第１処理液を排出する第１排出部と、
　　前記第２処理液を排出する第２排出部と、
　　前記受入部と前記第１排出部とを互いに隔てるように配置された第１処理膜と、を有
し、
　前記再吸収部は、
　　前記第１処理液を受け入れて、前記第１処理液を保持する第１保持部と、
　　前記第２処理液を受け入れて、前記第２処理液を保持する第２保持部と、
　　前記第１保持部と前記第２保持部とを互いに隔てるように配置された第２処理膜と、
有し、
　前記第１処理膜は、前記血液成分より小さい第１細孔を有し、前記第１細孔より小さい
前記除去対象成分を前記水分と共に通過させ、
　前記第２処理膜は、前記除去対象成分よりも小さい第２細孔を有し、前記第２細孔より
も小さい前記水分を通過させる、請求項１に記載の血液浄化装置。
【請求項３】
　前記第１処理膜の分画分子量は６６，０００以下であり、かつ、前記第２処理膜の分画
分子量は２０以上１００以下である請求項２に記載の血液浄化装置。
【請求項４】
　前記第２保持部に接続されて、前記第２処理液に電解質を提供する電解質提供部をさら
に備える、請求項２又は３に記載の血液浄化装置。
【請求項５】
　前記濾過部の前記受入部に接続されて、前記被処理液に対して圧力を提供するポンプを
さらに備える、請求項２～４の何れか一項に記載の血液浄化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液浄化装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　腎臓は、血液から老廃物や余分な水分などの人体に不要な成分を取り除く機能を有する
。例えば、特許文献１に開示されている透過型濾過システムは、この機能を補助又は代替
するいわゆる人工透析装置である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００２－５２８２４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　現在の人工透析装置は、老廃物の輸送原理の一つとして拡散現象を利用する。拡散現象
によれば、血液に含まれる老廃物の濃度と老廃物に対応する成分を含む透析液の濃度との
濃度差を駆動力として、老廃物を血液から透析液に移動させる。つまり、拡散現象を利用
する人工透析装置は、例えば一回の透析治療につき１２０リットルといった大量の透析液
が必要であるので、事実上持ち運ぶことができない。このような事情から、透析治療を必
要とする患者は、例えば、定期的に通院すると共に所定時間に亘って拘束されるような透
析治療を受けることがある。このような透析治療にあっては、患者のクオリティーオブラ
イフ（ＱＯＬ）を向上させ難い。
【０００５】
　そこで、本発明は、クオリティーオブライフ（ＱＯＬ）の向上が可能な血液浄化装置を
提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一形態は、除去対象成分を含む血液又は血液を含む液体である被処理液を受け
入れて、限外濾過によって被処理液から除去対象成分を含み且つ血液成分を含まない第１
処理液を生成すると共に血液成分を含む第２処理液を生成する濾過部と、第１処理液及び
第２処理液を受け入れて、第１処理液が含む水分を第２処理液に吸収させることにより、
水分が減少した第１処理液を排液として排出すると共に水分を吸収した第２処理液を浄化
血液として排出する再吸収部と、を備える。
【０００７】
　この血液浄化装置は、濾過部において第１処理液を生成する。この第１処理液には、除
去されるべき成分が含まれる。そうすると、第２処理液における除去対象成分は、被処理
液における除去対象成分に比べて少なくなる。次に、血液浄化装置は、再吸収部において
、第１処理液中の水分を第２処理液に吸収させる。この吸収により、第２処理液における
血液成分の割合が被処理液と等価である浄化血液が得られる。この浄化血液は、除去対象
成分の量が被処理液よりも小さいので、被処理液が浄化されたことになる。上述したよう
に、血液浄化装置は、拡散現象を利用することなく被処理液から除去対象成分が取り除か
れた浄化血液を得ることができる。そうすると、血液浄化装置は、透析液を必要としない
ので、患者が携帯可能な大きさまで小型化及び軽量化が可能である。従って、定期的な通
院や長時間の拘束を要しなくなるので、患者の負担を軽減することができる。ひいては、
血液浄化装置は患者のクオリティーオブライフ（ＱＯＬ）を向上させることができる。
【０００８】
　濾過部は、被処理液を受け入れる受入部と、第１処理液を排出する第１排出部と、第２
処理液を排出する第２排出部と、受入部と第１排出部とを互いに隔てるように配置された
第１処理膜と、を有し、再吸収部は、第１処理液を受け入れて、第１処理液を保持する第
１保持部と、第２処理液を受け入れて、第２処理液を保持する第２保持部と、第１保持部
と第２保持部とを互いに隔てるように配置された第２処理膜と、有し、第１処理膜は、血
液成分より小さい第１細孔を有し、第１細孔より小さい除去対象成分を水分と共に通過さ
せ、第２処理膜は、除去対象成分よりも小さい第２細孔を有し、第２細孔よりも小さい水
分を通過させてもよい。
【０００９】
　血液浄化装置は、受入部から濾過部へ被処理液を受け入れる。受け入れられた被処理液
は、第１処理膜を通過して第１処理液となる。この第１処理膜は、血液成分より小さい第
１細孔を有する。従って、第１処理液は、血液成分より小さい除去対象成分と水分とを含
む。従って、濾過部によって、被処理液から第２処理液が得られる。次に、第１処理液と
第２処理液は、再吸収部に送られる。再吸収部は、第１保持部における第１処理液と第２
保持部における第２処理液とを第２処理膜によって隔てる。第２処理膜は、水分子よりも
小さい第２細孔を有する。そうすると、第１処理液と第２処理液との浸透圧差に起因して
、第１保持部における第１処理液から第２保持部における第２処理液への水分の移動が浸
透圧差がなくなるまで継続する。この水分の移動により、第２処理液から浄化血液が得る
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ことができる。
【００１０】
　第１処理膜の分画分子量は６６，０００以下であり、かつ、第２処理膜の分画分子量は
２０以上１００以下であってもよい。この構成によれば、浄化血液を好適に得ることがで
きる。
【００１１】
　一形態に係る血液浄化装置は、第２保持部に接続されて、第２処理液に電解質を提供す
る電解質提供部をさらに備えてもよい。濾過部における濾過処理によれば、被処理液に含
まれる電解質も第１処理液側へ移動する。そこで、電解質提供部によれば、第２処理液に
電解質を提供することにより、第２処理液の電解質量を所望の値に補正することができる
。
【００１２】
　一形態に係る血液浄化装置は、濾過部の受入部に接続されて、被処理液に対して圧力を
提供するポンプをさらに備えてもよい。この構成によれば、濾過部における濾過処理に要
する圧力を確実に提供することが可能になる。従って、血圧が相対的に低い静脈から採取
された被処理液を好適に処理することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る血液浄化装置によれば、患者のクオリティーオブライフ（ＱＯＬ）を向上
させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本実施形態に係る血液浄化装置の構成を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、添付図面を参照しながら本発明を実施するための形態を詳細に説明する。図面の
説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１６】
　図１に示されるように、本実施形態に係る血液浄化装置１は、被処理液である被処理血
液Ｂ１に含まれている老廃物Ａ（除去対象成分、図１における黒塗りの四角形を参照）を
取り除く。被処理血液Ｂ１から老廃物Ａを取り除く処理を浄化処理と呼ぶ。この浄化処理
により、血液浄化装置１は、浄化血液Ｂ４と、人口尿Ｕ（排液）とを生成する。被処理液
は、被処理血液Ｂ１だけでなく被処理血液Ｂ１を含む液体であってもよい。以下の説明に
おいては、被処理液の例として被処理血液Ｂ１を例に説明する。
【００１７】
　血液浄化装置１は、血液導入部１ａと、血液排出部１ｂと、人口尿排出部１ｃとを有す
る。血液浄化装置１は、被処理血液Ｂ１を血液導入部１ａから取り入れて、浄化処理する
。血液導入部１ａは、カテーテルを介して患者１００に接続される。具体的には、血液導
入部１ａは、患者１００の血管もしくはバスキュラーアクセスに接続される。血液浄化装
置１は、浄化処理によって得られた浄化血液Ｂ４を血液排出部１ｂから排出する。血液排
出部１ｂは、カテーテルを介して患者１００に接続される。血液浄化装置１は、浄化処理
によって得られた人口尿Ｕを人口尿排出部１ｃから排出する。
【００１８】
　血液浄化装置１は、主要な構成要素として、ポンプ２と、濾過部３と、再吸収部４と、
電解質提供部５とを有する。
【００１９】
　いわゆる血液ポンプであるポンプ２は、血液導入部１ａと、濾過部３とに接続される。
ポンプ２は、濾過部３における限外濾過処理に要する圧力を発生させる。なお、患者１０
０の動脈から被処理血液Ｂ１を取り出すような場合、限外濾過処理に要する圧力は、患者
１００の動脈における血圧（例えば１００ｍＨｇ）により足りることがある。その場合に
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は、ポンプ２は、省略してもよい。
【００２０】
　濾過部３は、ポンプ２と、再吸収部４とに接続される。濾過部３は、老廃物Ａを含む被
処理血液Ｂ１を受け入れて、限外濾過によって希薄血液Ｂ２（第１処理液）と、濃縮血液
Ｂ３（第２処理液）をそれぞれ生成する。ここで、老廃物Ａには、例えば、尿素、窒素、
クレアチニン等が挙げられる。また、血液成分ＢＣには、例えば、白血球、赤血球、アル
ブミン、血小板等が挙げられる。さらに、希薄血液Ｂ２とは、老廃物Ａ及び電解質Ｅ（図
１における黒塗りの三角形を参照）を含み且つ血液成分ＢＣを含まない液体をいい、濃縮
血液Ｂ３は血液成分ＢＣを含む液体をいう。なお、濃縮血液Ｂ３は、老廃物Ａや電解質Ｅ
を含んでいてもよい。要するに、濃縮血液Ｂ３は、被処理血液Ｂ１よりも少ない老廃物Ａ
を含み得る。
【００２１】
　濾過部３は、第１受入部３ａと、第１領域３ｂと、第２領域３ｃと、希薄血液Ｂ２を排
出する第１排出部３ｄと、濃縮血液Ｂ３を排出する第２排出部３ｅと、第１処理膜６と、
を有する。第１受入部３ａは、ポンプ２に接続されて、所定の圧力を有する被処理血液Ｂ
１を受け入れる。第１受入部３ａは、第１領域３ｂの入り口であり、第２排出部３ｅは、
第１領域３ｂの出口に対応する。つまり、第２排出部３ｅは、濃縮血液Ｂ３を排出する。
第１処理膜６は、第１受入部３ａと第１排出部３ｄとを隔てるように配置される。つまり
、第１受入部３ａと第２排出部３ｅとの間を隔てる構成物は存在しないが、第１受入部３
ａと第１排出部３ｄとを隔てる構成物（第１処理膜６）が存在する。
【００２２】
　第１処理膜６は、血液成分ＢＣより小さい第１細孔６ａを有し、血液成分ＢＣより小さ
い老廃物Ａを通過させる。換言すると、第１処理膜６は、血液成分ＢＣ（例えば、アルブ
ミン）を通過させない。このような処理膜として、例えば、ＨＤ（Ｈｅｍｏｄｉａｌｙｓ
ｉｓ）膜やＨＦ（ｈｅｍｏｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ）膜が挙げられる。第１細孔６ａの大き
さは、例えば分画分子量６６，０００（アルブミン分子量）以下の大きさとすることがで
きる。分画分子量とは使用する膜が対象分子の通過を阻止できる分子量の目安である。ま
た、アルブミンは人工透析での漏洩を抑えたい有用タンパク質であり、分画分子量６６，
０００は細孔径の最大値である。また、濾過部３の構成は、いわゆるダイアライザーの構
成を採用してもよい。この場合には、濾過部３は、第１処理膜６としてＨＤ膜やＨＦ膜に
より形成される複数の中空糸膜を有する。中空糸膜の特性である膜透過率は、圧力と分離
率により決定できる。
【００２３】
　再吸収部４は、希薄血液Ｂ２及び濃縮血液Ｂ３をそれぞれ受け入れて、希薄血液Ｂ２が
含む水分を濃縮血液Ｂ３に吸収させる。この吸収により、希薄血液Ｂ２を人口尿Ｕへ変化
させると共に、濃縮血液Ｂ３を浄化血液Ｂ４に変化させる。つまり、再吸収部４は、水分
が減少した希薄血液Ｂ２を人口尿Ｕとして排出すると共に、水分を吸収した濃縮血液Ｂ３
を浄化血液Ｂ４として排出する。この人口尿Ｕは、濃縮された老廃物Ａと電解質Ｅと水分
とを含む。
【００２４】
　再吸収部４は、希薄血液Ｂ２を保持する第１保持部７と、濃縮血液Ｂ３を保持する第２
保持部８と、第２処理膜９と、有する。第１保持部７は、第２受入部７ａと、第３排出部
７ｂとを有し、第２受入部７ａから希薄血液Ｂ２を受け入れて、第３排出部７ｂから人口
尿Ｕを排出する。第２保持部８は、第３受入部８ａと第４排出部８ｂとを有し、第３受入
部８ａから濃縮血液Ｂ３を受け入れて、第４排出部８ｂから浄化血液Ｂ４を排出する。第
２処理膜９は、第１保持部７と第２保持部８とを隔てるように配置される。第２処理膜９
は、いわゆる逆浸透膜（ＲＯ（Ｒｅｖｅｒｓｅ　Ｏｓｍｏｓｉｓ）膜）である。第２処理
膜９は、老廃物Ａよりも小さい第２細孔９ａを有する。例えば、第２処理膜９は、水は透
過するが、尿素といった水以外の物質は透過しない。従って、第２処理膜９の第２細孔９
ａは、第１処理膜６の第１細孔６ａよりも小さい。第２細孔９ａの大きさは、例えば分画
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分子量が２０～１００程度とすることができる。
【００２５】
　ここで、濾過部３における濾過処理にあっては、老廃物Ａと共に電解質Ｅも水分と共に
希薄血液Ｂ２側へ移動する。つまり、濃縮血液Ｂ３の電解質Ｅの量は、患者１００から取
り出された直後の被処理血液Ｂ１の電解質Ｅの量と異なる。具体的には、濃縮血液Ｂ３の
電解質Ｅの量は、被処理血液Ｂ１の電解質Ｅの量より少ない。そこで、電解質提供部５は
、濃縮血液Ｂ３に電解質Ｅを提供することにより補正を行う。具体的には、電解質提供部
５は、例えば、ナトリウムイオンＮａ＋、クロールイオンＣｌ－、重炭酸イオンＨＣｏ３
－といった電解質Ｅを保持する。そして、電解質提供部５は、濃縮血液Ｂ３における電解
質Ｅの量に応じて、濃縮血液Ｂ３に電解質Ｅを提供する。電解質提供部５は、例えば、第
２保持部８の第４受入部８ｃを介して、第２保持部８に接続される。
【００２６】
　以下、本実施形態に係る血液浄化装置１の動作について説明する。血液浄化装置１は、
濾過処理と再吸収処理とを利用して、被処理血液Ｂ１を浄化する。
【００２７】
　患者１００から取り出された被処理血液Ｂ１は、まず、濾過処理に付される。濾過処理
では、老廃物Ａを水分と共に被処理血液Ｂ１から取り出す。具体的には、第１処理膜６は
、血液成分ＢＣより小さい第１細孔６ａを有する。従って、水分と老廃物Ａとは第１細孔
６ａを通過する。一方、血液成分ＢＣは、第１細孔６ａを通過できない。
【００２８】
　濾過処理によれば、血液成分ＢＣを含まない血液（つまり希薄血液）と、血液成分ＢＣ
を含む血液（つまり濃縮血液）とが得られる。本実施形態でいう「希薄」及び「濃縮」は
、水分量に対する血液成分ＢＣの量に基づく。つまり、「希薄血液」は、単位量あたりの
血液成分ＢＣの量が被処理血液Ｂ１よりよりも少ない点で、血液成分ＢＣが「希薄」であ
る。一方、「濃縮血液」は、単位量あたりの血液成分ＢＣの量が被処理血液よりも多い点
で、血液成分ＢＣが「濃縮」されている。なお、老廃物Ａが水と共に移動するので、希薄
血液Ｂ２における老廃物Ａの濃度は、濃縮血液Ｂ３における老廃物Ａの濃度と同じである
。希薄血液Ｂ２における老廃物Ａの量は、移動した水の量で決まる。ただし、血液成分Ｂ
Ｃの量は、希薄血液Ｂ２よりも濃縮血液Ｂ３が多い。
【００２９】
　上記の濾過処理によって、被処理血液Ｂ１から老廃物Ａが取り除かれる。しかし、濃縮
血液Ｂ３は、単位量あたりの被処理血液Ｂ１に比べて血液成分ＢＣの量が多い。従って、
患者１００に返血するためには、血液成分ＢＣの量を所定の範囲に調整する必要がある。
つまり、濃縮血液Ｂ３に水分を提供する。そして、濃縮血液Ｂ３に提供される水分は、希
薄血液Ｂ２から得る。つまり、老廃物Ａと共に取り出された水分を、再び濃縮血液Ｂ３に
戻す。従って、この処理を、「再吸収」と呼ぶ。
【００３０】
　この水分の再吸収は、逆浸透現象を利用する。希薄血液Ｂ２と濃縮血液Ｂ３とを第２処
理膜９によって隔てると、その浸透圧差は、例えば７×１０５Ｐａ（約７気圧）程度にも
達する。つまり、濃縮血液Ｂ３は、希薄血液Ｂ２から水分を引き込む力を発生させ得る。
従って、希薄血液Ｂ２の浸透圧と濃縮血液Ｂ３との浸透圧との差異に起因して、希薄血液
Ｂ２から濃縮血液Ｂ３へ水の移動が生じる。この水の移動は、例えば、第２細孔９ａの細
孔径（分画分子量）と分離率（濾過比）により変化する。また、浸透圧は、濃縮血液Ｂ３
における血液成分ＢＣのモル濃度に比例する。希薄血液Ｂ２の浸透圧と濃縮血液Ｂ３の浸
透圧とが略等価（浸透圧平衡状態）になるまで、希薄血液Ｂ２から濃縮血液Ｂ３へ水の移
動が継続する。なお、上記約７気圧とは、第１処理膜で電解質を全く透過させなかった場
合の最大値である。また、第１処理膜で水分が半分になり、当該水分に含まれていた電解
質Ｅの補正を行うと場合は３．５×１０５Ｐａ（約３．５気圧）になる。３．５気圧でも
７気圧でも十分に再吸収をすることができる。
【００３１】
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　血液浄化装置１は、従来の血液浄化装置（すなわち人工透析装置）が利用する、「拡散
現象」を利用することなく、被処理血液Ｂ１から老廃物Ａを取り除く。この浄化処理は、
互いに異なる特性を有する２種類の人工膜（第１処理膜６及び第２処理膜９）により実現
される。従って、血液浄化装置１は、「拡散現象」を利用する装置では、必須の要素であ
る「透析液」を備える必要が無い。このため、血液浄化装置１は、従来の血液浄化装置と
比較すると、大幅な小型化及び軽量化が可能であり、患者１００が持ち運べる程度の大き
さにまでコンパクト化することができる。そうすると、患者１００に課される時間や場所
といった拘束が著しく低減されるので、患者１００のクオリティーオブライフ（ＱＯＬ）
を向上させることができる。
【００３２】
　換言すると、血液浄化装置１は、濾過部３において希薄血液Ｂ２を生成する。この希薄
血液Ｂ２には、除去されるべき成分が含まれる。そうすると、濃縮血液Ｂ３における老廃
物Ａの量は、被処理血液Ｂ１における老廃物Ａの量に比べて少なくなる。次に、血液浄化
装置１は、再吸収部４において、希薄血液Ｂ２中の水分を濃縮血液Ｂ３に吸収させる。こ
の吸収により、濃縮血液Ｂ３における血液成分ＢＣの量が被処理血液Ｂ１と等価である浄
化血液Ｂ４が得られる。この浄化血液Ｂ４は、老廃物Ａの量が被処理血液Ｂ１よりも少な
いので、被処理血液Ｂ１が浄化されたことになる。上述したように、血液浄化装置１は、
拡散現象を利用することなく被処理血液Ｂ１から老廃物Ａが取り除かれた浄化血液Ｂ４を
得ることができる。そうすると、血液浄化装置１は、透析液を必要としないので、患者１
００が携帯可能な大きさまで小型化及び軽量化が可能である。従って、定期的な通院や長
時間の拘束を要しなくなるので、患者１００の負担を軽減することができる。ひいては、
血液浄化装置１は患者１００のクオリティーオブライフ（ＱＯＬ）を向上させることがで
きる。
【００３３】
　血液浄化装置１は、第１受入部３ａから濾過部３へ被処理血液Ｂ１を受け入れる。受け
入れられた被処理血液Ｂ１は、第１処理膜６を通過して希薄血液Ｂ２となる。この第１処
理膜６は、血液成分ＢＣより小さい第１細孔６ａを有する。従って、希薄血液Ｂ２は、血
液成分ＢＣより小さい老廃物Ａと水分とを含む。従って、濾過部３によって、被処理血液
Ｂ１から濃縮血液Ｂ３が得られる。次に、希薄血液Ｂ２と濃縮血液Ｂ３は、再吸収部４に
送られる。再吸収部４は、第１保持部７における希薄血液Ｂ２と第２保持部８における希
薄血液Ｂ２とを第２処理膜９によって隔てる。第２処理膜９は、水は透過するが、尿素と
いった水以外の物質は透過しない第２細孔９ａを有する。そうすると、希薄血液Ｂ２と濃
縮血液Ｂ３との浸透圧差に起因して、第１保持部７における希薄血液Ｂ２から第２保持部
８における濃縮血液Ｂ３への水分の移動が浸透圧差がなくなるまで継続する。この水分の
移動により、濃縮血液Ｂ３から浄化血液Ｂ４が得ることができる。
【００３４】
　また、血液浄化装置１は、患者１００が持ち運び可能な程度にコンパクトであるので、
継続的な血液浄化処理を行うことが可能になる。このため、血液浄化装置１は、一回の血
液浄化サイクルで全ての老廃物Ａを取り除くという能力は要求されない。従って、また、
継続的な適用によれば、単位時間あたりに患者１００から被処理血液Ｂ１を取り出す血液
量を少なくすることが可能になる。そうすると、患者１００に与える身体的な負担を軽減
できる。
【００３５】
　例えば、従来の人工透析装置を利用する場合には、所望の血流量を得るためにシャント
を用いる。しかし、本実施形態に係る血液浄化装置１は、従来の人工透析装置に比べて単
位時間当たりの血流量が少なくてよいので、シャントを用いる必要が無い。従って、患者
１００の身体的負担を大きく軽減できる。
【００３６】
　以上、本発明をその実施形態に基づいて詳細に説明した。しかし、本発明は上記実施形
態に限定されるものではない。本発明は、その要旨を逸脱しない範囲で様々な変形が可能



(8) JP 2018-186904 A 2018.11.29

10

20

である。
【００３７】
　例えば、血液浄化装置１は、被処理血液Ｂ１に対して血液抗凝固剤を提供する血液抗凝
固剤提供部を備えていてもよい。また、血液浄化装置１は、濾過部３と再吸収部４との間
に配置されたポンプやバルブを有してもよい。さらに、血液浄化装置１は、再吸収部４よ
りも下流側に配置されたポンプやバルブを有してもよい。
【００３８】
　例えば、第１処理膜の例として、ＨＤ膜又はＨＦ膜を例示した。しかし、第１処理膜は
これらの人工膜に限定されない。第１処理膜は、老廃物Ａを透過し且つ血液成分ＢＣを透
過させない特性を有するものであれば、種々の膜を用いてよい。また、第２処理膜の例と
して、ＲＯ膜を例示した。しかし、第２処理膜はこの人工膜に限定されない。第２処理膜
は、水分を透過し且つ老廃物Ａ等を透過させない特性を有するものであれば、種々の膜を
用いてよい。
【符号の説明】
【００３９】
１…血液浄化装置、１ａ…血液導入部、１ｂ…血液排出部、１ｃ…人口尿排出部、２…ポ
ンプ、３…濾過部、３ａ…第１受入部、３ｂ…第１領域、３ｃ…第２領域、３ｄ…第１排
出部、３ｅ…第２排出部、４…再吸収部、５…電解質提供部、６…第１処理膜、６ａ…第
１細孔、７…第１保持部、７ａ…第２受入部、７ｂ…第３排出部、８…第２保持部、８ａ
…第３受入部、８ｂ…第４排出部、８ｃ…第４受入部、９…第２処理膜、９ａ…第２細孔
、１００…患者、Ａ…老廃物（除去対象成分）、Ｂ１…被処理血液（被処理液）、Ｂ２…
希薄血液（第１処理液）、Ｂ３…濃縮血液（第２処理液）、Ｂ４…浄化血液、ＢＣ…血液
成分、Ｅ…電解質、Ｕ…人口尿（排液）。

【図１】
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